
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

八
三

一
四
高
田

郎

高
田

郎

令和年月日 火曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

千
葉
県
市
川
市
二
俣
二
丁
目
一
四
番
一
七
号

合
同
会
社
森
山
Ｆ
Ｐ
事
務
所

代
表
社
員

森
山

朝
岳

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
ラ
イ
フ
ラ
ボ
・
ア
ン
ド
・
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

東
京
都
北
区
東
十
条
一
丁
目
一
三
番
三

三
一
七
号

ラ
イ
フ
ラ
ボ
・
ア
ン
ド
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

合
同
会
社

代
表
社
員

櫛
野

恭
生

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

神
奈
川
県
藤
沢
市
南
藤
沢
一
六
番
一
一
号
第
一
興

産
六
号
館
二
階

合
資
会
社
ナ
ン
リ
警
備

代
表
社
員

南
里
光
四
郎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
米
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
さ
ん
わ
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

新
潟
県
上
越
市
三
和
区
田
七
三
六
番
地

合
同
会
社
米
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
さ
ん
わ

代
表
社
員

五
十
嵐
照
佳

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｚ
Ｅ
Ｎ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
阪
市
西
淀
川
区
千
舟
三
丁
目
九
番
一
六
号
三
〇

三
号
室

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
不
動
産
合
同
会
社

代
表
社
員

髙
橋

宏
樹

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｌ
Ａ
Ｙ
Ｕ
Ｐ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

岡
山
市
北
区
中
山
下
一
丁
目
一
一
番
一
五
号
新
田

第
一
ビ
ル
四
〇
二

合
同
会
社
Ｌ
Ａ
Ｙ
Ｕ
Ｐ

代
表
社
員

光
田

直
史

効
力
発
生
日
変
更
公
告

左
記
会
社
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
予
定
の
吸
収

合
併
の
効
力
発
生
日
を
令
和
七
年
四
月
十
八
日
に
変
更
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
阪
市
大
正
区
小
林
東
三
丁
目
一
二
番
三
号

株
式
会
社
南
共

代
表
取
締
役

渡
邊
健
太
郎

大
阪
市
住
吉
区
山
之
内
五
丁
目
三
番
四
三
号

株
式
会
社
光

代
表
取
締
役

渡
邊
健
太
郎

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同

日
〇
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所

有
す
る
株
式
一
株
を
百
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株
式

の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。令

和
七
年
三
月
十
八
日

東
京
都
港
区
新
橋
二

一
六

一
ニ
ュ
ー
新
橋
ビ

ル
八
〇
二

Ｃ

株
式
会
社
ハ
イ
ブ
ア
キ
ュ
ー

代
表
取
締
役

重
原

洋
祐

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
十
一
億
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
十
八
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
三
月
十
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号
虎
ノ
門
ヒ

ル
ズ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
ワ
ー

特
定
目
的
会
社
ロ
ー
タ
ス
プ
ロ
パ
テ
ィ
ー
ズ

取
締
役

赤
津

忠
祐

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
六
千
二
百
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.to
k
y
o
sp
c.co
.jp
/

k
o
u
k
o
k
u
/u
ita
tsu
m
i

令
和
七
年
三
月
十
八
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七
号

Ｕ
Ｉ

Ｔ
ａ
ｔ
ｓ
ｕ
ｍ
ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

金
谷

正
文

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
五
千
万
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00000346/1fz0/

令
和
七
年
三
月
十
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

辻
堂
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
四
億
八
千
五
百
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
一
月
十
四
日

掲
載
頁

六
十
九
頁
（
号
外
第
二
六
六
号
）

令
和
七
年
三
月
十
八
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
八
号
赤
坂
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ル
四
階

Ｊ
Ｎ
Ｌ

Ｏ
ｎ
ｅ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

荒
川

和
也

訂
正
公
告

令
和
七
年
二
月
十
九
日
（
号
外
第
三
十
三
号
）
掲
載
の

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、

「
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
八
千
七
十
六
万
七
千
九
百
一

円
減
少
」
と
あ
る
は
「
資
本
準
備
金
の
額
を
二
億
七
千
百

三
十
三
万
四
千
四
百
六
十
七
円
減
少
」
の
誤
り
に
つ
き
訂

正
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
丸
ケ
崎
一
二
二

〇
番
地

Ａ
＆
Ｍ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

関

義
男

取
消
公
告

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
掲
載
の
優
先
資
本
金
の
額
の

減
少
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

Ｅ
ａ
ｓ
ｔ

Ｃ
ａ
ｓ
ｔ
ｌ
ｅ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

令
和
七
年
三
月
六
日
法
務
省
告
示
第
四
十
八
号
（
日
本

国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

二
ペ
ー
ジ
二
段
三
行
目
か
ら
六
行
目
ま
で
を
削
除
す

る
。令

和
七
年
二
月
六
日
叙
位
・
叙
勲
欄
叙
位
の
部


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